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平成２８年度 第３回栃木県公共事業評価委員会 

会議結果の概要 

 

 

１ 日 時  平成２８年１０月１７日（月）13:30～14:50 

 

２ 場 所  栃木県庁本館６階 大会議室１ 

 

３ 出席者  （委 員）池田 裕一 （宇都宮大学 地域デザイン科学部教授） 

        大川 容子 （弁護士 栃木県弁護士会） 

        加藤 幸子 （栃木県女性団体連絡協議会 事務局長） 

        執印 康裕 （宇都宮大学 農学部教授） 

        田村 孝浩 （宇都宮大学 農学部准教授） 

         

４ 議事案件  

（１） 栃木県県土整備部所管事業の事前評価について（報告案件） 

ア 道路事業 ２件 

イ 街路事業 １件 

（２） 栃木県農政部所管事業の事前評価について（報告案件） 

ア 圃場整備事業 ２件 

（３） 栃木県農業振興公社所管事業の事前評価について（報告案件） 

ア 草地開発整備事業 １件 

（４） 栃木県県土整備部所管事業の事後評価について（報告案件） 

ア 道路事業 ３件 

イ 街路事業 １件 

（５） 栃木県農政部所管事業の事後評価について（報告案件） 

ア 圃場整備事業 ３件 

イ かんがい排水事業 １件 
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５ 議 事 

（１） 栃木県県土整備部所管事業の事前評価について（報告案件） 

○ 道路事業「一般県道 境間々田線 小山市・野木町 平和潤島」 

○ 道路事業「主要地方道 矢板那須線 矢板市泉」 

○ 街路事業「足利佐野都市計画道路 3･4･3 号赤見馬門線 佐野市高萩町」 

【栃木県】 

 栃木県公共事業事前評価自己評価書（資料１－１～資料２－１）に基づき説明。 

以下、助言、質疑応答等 

【委員長】 

今の説明に対しまして、助言、アドバイスなどがありましたらお願いします。 

（特になし） 

特にないようですので、続きまして、栃木県農政部所管事業の事前評価２件について報告を

お願いします。 

 

（２）栃木県農政部所管事業の事前評価について（報告案件） 

○ 圃場整備事業「県営農地整備事業 下稲葉 壬生町」 

○ 圃場整備事業「県営農地整備事業 荒井町島 大田原市」 

【栃木県】 

栃木県公共事業事前評価自己評価書（資料３－１、資料３－２）に基づき説明。 

以下、助言、質疑応答等 

【委員長】 

 今の説明に対しまして、助言、アドバイスなどがありましたらお願いします。 

【委員】 

 荒井町島地区の排水路を暗渠化する話がありました。排水路の暗渠化を行うと、溝畔などで

の作業量が大幅に軽減されるので、大変すばらしいと思います。一方で、下稲葉地区は、何か

地形的に制限があって排水路の暗渠化ができないのですか。 

【栃木県】 

 県内で排水路を暗渠化した事例が過去に１地区ございます。先生がおっしゃるように溝畔の

草刈り等の作業量が減る、あるいは排水路の上を便宜的に道路として使えるというメリットが

あると報告を受けております。 
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 ただし、最も懸念されるのが、土砂等が堆積し通水阻害を起こすことです。過去の地区につ

いては今のところそういった事例は発生しておりません。 

 土砂等が堆積しない条件は、流れる水の流速が一定以上確保できるように、水路にある程度

の勾配があることです。荒井町島地区については地形勾配が 1/300 であるため、暗渠管に流速

が確保できるような勾配があります。一方、下稲葉地区は、今日見ていただきましたように、

全体的には地形勾配が緩やかということで堆積の懸念があります。両地区とも、地元の関係者

の皆様に、事例紹介をしながら検討を重ね、採用する工法を決定しました。 

【委員長】 

 他にございませんか。 

 ないようですので、続きまして、栃木県農業振興公社所管事業の事前評価１件について報告

をお願いします。 

 

（３）栃木県農業振興公社所管事業の事前評価について（報告案件） 

 ○ 草地開発整備事業「畜産担い手育成総合整備事業 那須塩原 那須塩原市」 

【栃木県農業振興公社】 

栃木県公共事業事前評価自己評価書（資料４－１）に基づき説明。 

以下、助言、質疑応答等 

【委員長】 

 今の説明に対しまして、助言、アドバイス等がありましたらよろしくお願いします。 

（特になし） 

特にないようですので、事前評価の説明についてはこれで終了します。 

 続きまして、事後評価の報告に移りたいと思います。 

 栃木県県土整備部所管事業の事後評価４件につきまして報告をお願いします。 

 

（４）栃木県県土整備部所管事業の事後評価について（報告案件） 

 ○ 道路事業「一般国道 121 号 日光市板橋バイパス」 

 ○ 道路事業「主要地方道 宇都宮那須烏山線 那須烏山市 高瀬」 

 ○ 道路事業「一般国道 293 号 佐野市 新会沢トンネル」 

 ○ 街路事業「宇都宮都市計画道路 3･3･102 号宇都宮水戸線 宇都宮市陸町」 
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【栃木県】 

事後評価書（資料５－１～資料６－１）に基づき説明。 

以下、助言、質疑応答等 

【委員長】 

今の報告に対しまして、今後の同種事業へ反映すべき内容など、助言、アドバイス等があり

ましたらお願いします。 

【委員】 

 意見です。これまでも口頭ではご説明があったと思いますが、今回、改善措置の必要性や同

種事業への反映という形で、事業を行った上での課題や、それに対してどのように対応するか、

また同様の事業に対して今回の知見をどのように生かすかという知見をまとめられたのは、非

常にすばらしいことだと思いますので、今後も継続していただければと思います。以上です。 

【委員長】 

 他にございませんでしょうか。 

 ないようですので、続きまして、栃木県農政部所管事業の事後評価４件につきまして報告を

お願いします。 

 

（５）栃木県農政部所管事業の事後評価について（報告案件） 

 ○ 圃場整備事業「県営圃場整備事業 石橋南部 下野市」 

 ○ 圃場整備事業「県営圃場整備事業 小貝川沿岸Ⅰ期 市貝町」 

 ○ 圃場整備事業「県営圃場整備事業 荒川南部 那須烏山市」 

 ○ かんがい排水事業「県営かんがい排水事業 吾妻 佐野市」 

【栃木県】 

事後評価書（資料７－１～資料８－１）に基づき説明。 

以下、助言、質疑応答等 

【委員長】 

 今の報告に対しまして、今後の同種事業へ反映すべき内容など、助言、アドバイス等があ

りましたらお願いします。 

（特になし） 

特にないようですので、栃木県農政部所管事業の事後評価の報告を終わりにします。 

本日は報告案件のみでございまして、これで全ての議題を終わりにします。 


